
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ページ     第 2 回笠間市公民館まつり開催！10 月 30 日～11 月 3 日 平成 22 年国勢調査にご協力をお願いします。       ⑤ページ

  ③水道メーター検針にご協力を   

 11 月 10 日（水）～20 日（土）に検針員が

水道メーター検針にお伺いします。 

○メーターボックスの上に物を置いたり、車

を停めたりしないでください。 

○メーターボックスの中は、いつもきれいに

しておいてください。 

○犬を飼っている方は、メーターボックス付

近から離してつないでください。 

  宅内漏水にご注意を   

メーター検針時に漏水が発見されること

があります。漏水を見つけるためには家庭内

の蛇口等をすべて閉めて、水道メーター[下

図参照]を確認することをお勧めします。漏

水を発見したときは、笠間市指定給水装置工

事事業者に修理を依頼し、上下水道部水道課

へ 11 月 22 日（月）までにご連絡ください。 

 

 

 

           

 

※長期間の外出を予定される方は、急な漏水

に備えるため、メーターボックス内のバル

ブを閉めてお出かけください。 

  水道の工事について   

 漏水修理工事ならびに給水工事を行う際

は、笠間市指定給水装置工事事業者以外の方

は、工事を認めていませんので、ご注意くだ

さい。 

※笠間市指定給水装置工事事業者について

は水道課へお問い合わせください。 

   水道は届出制です    

 水道の使用を開始または中止する場合に

は届出が必要になります。 

 中止の届出がない場合、水道を使用しない

期間も基本料金が発生しますので、ご注意く

ださい。 

☆市外に引っ越すときや、長期間留守等で一

時的に止めたいとき→中止届 

☆市内に転居するとき→現在使用している

場所の中止届および新たに使用する場所

の開始届 

問 水道課（内線 71232・71233） 

蛇口を閉めても、この

部分（パイロット）が

回っている場合は漏水

です。 

    ④猫の飼い方について    

 人と猫とが共存でき、猫が及ぼす弊害や飼

い主のいない猫を減らして、誰もが快適に暮

らせる街にしましょう。 

①飼い猫か野良猫の区別をするために首輪

などをつけ、飼い主の名前と連絡先を明記

しましょう。 

 保護されても、飼い主がわからないために別

の方に飼われたり、動物指導センターへ引き渡

されてしまうこともあります。 

 身元表示のポイントは、猫の名前だけでなく

飼い主の名前と連絡先を明記することです。 

 

②自宅敷地内で飼育をしましょう。 

 交通事故や感染症から猫を守るため、自宅

敷地内で飼育しましょう。また自宅以外の他

人の土地でふん尿をした場合、周囲に迷惑を

かけてしまいます。自宅や敷地内に猫トイレ

を作り、そこにふん尿をするしつけをしまし

ょう。 

 

③繁殖を防ぎましょう。 

 生まれた子猫に新しい飼い主を見つけ続

けることはそう簡単なことではありません。

 予期せぬ繁殖を防ぐためにも避妊・去勢手

術をしましょう。 

問 環境保全課（内線 125） 

 

   ⑪特設無料人権相談所を開設    

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人

権に関わる困りごとについては、一人で悩ま

ず、お気軽にご相談ください。 

開設日 11 月 17 日(水) 

会場 友部社会福祉会館 

開設時間 午前 10 時～午後 3 時 

相談内容 

☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人などの

差別問題 

☆家庭内（夫婦・親子・相続など）の問題 

☆金銭貸借、借地借家、近隣のもめごとなど 

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡ 029-227-9919 

 

 ⑭「こけ玉つくり」の参加者を募集 

 笠間市文化協会主催「第 3 回 You 遊文化ス

クール」の一環として、「こけ玉つくり」を

実施します。 

植物の特性を生かして、草木や若木などを

数本組み合わせ、ひとつにまとめてコケで根

をつつみ、糸でまいてコケ玉にします。 

日時 11月28日（日）午前10時～11時30分

場所 友部公民館 1 階創作室 

対象 笠間市内の小学 5年生 

定員 30 名（先着順） 

参加費 無料 

指導者 日本盆栽協会笠間支部会員・プチ盆

栽講座会員有志 

申込期間 11月10日（水）～11月20日（土）

午後 6 時～8時（定員になり次第

締切） 

申込方法 電話で下記へお申し込みください。

申・問 安見廸生
あ み み ち お

 ℡ 0296-74-3198 

 

 ⑬かぼちゃ栽培講習会の受講者を募集

 農家の方で新しい作物にチャレンジした

い方、かぼちゃの栽培に興味のある方など、

この機会に「かぼちゃ名人」と呼ばれる講師

の方から、技術を習得してみませんか。 

講習会日程（第 1 回） 

日時 12 月 17 日（金）午後 1時 45 分 

場所 笠間市役所 

内容 土づくりから収穫までの講習会です。

（詳細については後日連絡します） 

※講習会は全 5 回開催予定です 

（日程は天候により変更になる場合があ

ります） 

講師 菅谷
す が や

 巧
たくみ

 さん 

対象 笠間市在住の農家の方（原則、全 5

回の講習会に参加できる方） 

受講料 無料 

定員 10 名（定員になり次第締切） 

申込期限 11 月 30 日（火） 

申込方法 農政課、農政課笠間分室、農政課

岩間分室に備え付けの「かぼちゃ

講習会参加申込書」に記入の上、

提出してください。 

申・問 農政課（内線 525） 

 

  ⑫「若者による投票立会人」を募集   

 選挙管理委員会では、近年「選挙離れ」が

進んでいる若者の選挙参加と明るい投票所作

りを目指して、12月 12日（日）に行われる県

議会議員選挙、市議会議員選挙での「期日前

投票所立会人」として若者を募集します。 

※「期日前投票所立会人」とは、期日前投票

所において、選挙の投票が正しく公正に行

われているかを立ち会う人をいいます。 

対象 おおむね 20 歳代～30 歳代の方 

立ち会う日 12月4日（土）～12月11日（土） 

時間 午前 8 時 30 分～午後 8 時まで 

場所 笠間市役所本所、笠間支所、岩間支所 

定員 各投票所とも 1 日 2 名 

※応募者多数の場合は、抽選 

報酬 1 日当たり 9,500 円 

申込期限 11 月 5 日（金） 

申込方法 電話または、E メールでお申し込

みください。その際に、立会いを

希望する場所を申し出てくださ

い。E メールによる申込みの場合

は必ず連絡先の電話番号を記載

してください。 

申・問 総務課内 選挙管理委員会 

（内線 209・210） 

E メール soumu@city.kasama.lg.jp 

 

  ⑤青少年健全育成講演会を開催   

 青少年育成笠間地区市民会議では、長野オ

リンピック金メダリストの清水宏保
しみずひろやす

さんを

招いて講演会を開催します。多くの方のご来

場をお待ちしています。 

日時 11 月 20 日（土） 

開場：午後 1時  

   開演：午後 2時  

会場 笠間公民館 大ホール 

入場料 無料 ※先着 500 名 

問 生涯学習課（内線 72233） 

 


